
調査票の記入要領早見表 

 

１ 物を取り扱う場合は、製造、建設、機械据付

と修理の別、卸売と小売の別などを明らかに

します。製造の場合、製品名は原材料・加工の

仕方、用途がわかるようにします。 

２ 労働者によって給与締切日が異

なる場合は、適用する労働者が最

も多い給与締切日に基づいて調査

期間を設定します。 

５ ごく短期間のみ雇用される臨時

のアルバイト以外は、常用労働者

に含まれます。 

５(1) 初回の調査票では、調査期間

初日の前日の労働者数を記入

します。 

５(2) 前月分では給与の算定を受

けておらず、今月分から給与の

算定対象になった者も含まれ

ます。 

５(3) 調査期間の末日付けで退職

又は異動した者や、今月分から

給与の算定を受けなくなった

者も含まれます。 

５(4) この人数が、翌月分の調査票

の５(1)に入ります。 

５(5) 正規労働者よりも所定労働

時間が短いか、所定労働日数が

少ない者の人数で、５(4)の内

数になります。 

「男」及び「女」の数値

から、パートタイム労

働者分を抜き出して記

入するため、「計」の内

数になります。 

６ 各労働者が実際に就業した延べ日数で、

１時間でも就業すれば１日とします。終日

の有給休暇取得分は含まれません。 

７ 各労働者が実際に就業した延べ時間数で、１時間未満は 30 分以上

を切り上げ、30 分未満を切り下げます。有給休暇取得分は含まれま

せん。 

所定内労働時間数は就業規則等で定められた就業時間帯の労働時

間数で、所定外労働時間数はその範囲外の労働時間数です。 

９ 調査期間中に該当する事由があ

れば○で囲みます。 

４ この項目のみ、企業全体（国内の本支社、本支店、営

業所、工場等をすべて含む）の常用労働者数です。 

※ 他の項目は企業全体ではなく、事業所の常用労働者の

みが対象ですので、ご注意ください。 

この冊子の表紙に記載された番号を転記します。

「産業分類番号」から右の欄は記入不要です。 

（第二種事業所用の調査票の欄） 

 

８ 税込みの総支給額で、百円の位

で四捨五入して、千円単位で記入

します。減額調整や返納分は含め

ません。 

８(1) 就業規則等で定められた算

定方法によって支給される給

与のことで、基本給、業績手当、

職務手当、奨励加給、超過勤務

手当、通勤手当等が含まれま

す。ただし、算定期間が３か月

を超える手当は８(3)(4)に含

めます。 

８(2) ８(1)のうち、所定外労働時

間の労働に対する給与のこと

で、超過勤務手当、休日出勤手

当、深夜手当等が含まれます。

労働を行った月又は金額を算

定した月の調査票に計上しま

す。 

８(3)(4) ８(1)に該当しない給与

のことで、賞与、定昇・ベース

アップ等の追給、３か月を超え

る期間で算定される通勤手当

等が含まれます。(3)の計と(4)

の①～⑤の合計は必ず一致さ

せてください。 

定昇・ベースアップ等によ

る差額の当月分は８(1)に含

めます。 

事業所の担当者氏名

を記入します。 

10 事業内容の変更、労働者の就業形

態変更等の留意事項や、前月分と比

較して変動が大きい項目がある場

合の理由等を記入します。 

自動車部品（ブレーキパッド）製造 
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